
 

 

市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始（創業）する

小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。 

募集期間 

令和４年 11 月１日（火）～令和５年２月 28 日（火）１事業者あたり１回のみ申請可能です。 

対象となる人の要件 

令和４年４月１日（金）から令和５年３月 31 日（金）の間に創業している又は創業を予定してい

る小規模企業者※で次の１～６全てに該当する方 

１．市内に事業所を設置して事業を営んでいる又は営もうとしている。 

２．野洲市商工会が実施する「創業塾」※（令和３年度または令和４年 10 月２日～30 日、毎週日

曜日、全５回開催予定のもの）を受講して修了し、野洲市商工会から補助金の申請に係る確認を

受けている。 

３．市町村税及び国民健康保険税を滞納していない。 

４．実績報告を提出する日まで市内で事業を継続している。 

５．許認可を要する業種の場合、許可を受けている又は受けることが確実である。 

６．暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係をもっていない。 

※小規模企業者とは…中小企業基本法（昭和 38年法律第 154 号）第２条第５項に規定する小規模企業者。 

 

 

 

 

 

※「創業塾」とは…野洲市商工会と市が協力して、創業予定の人や創業後 3年以内の人を対象に、創業に必

要な知識・技能を身に付けることを目的に開催している講座です。修了し、証明を受けることで、登録免

許税の軽減措置や、創業者向けの融資制度等の特典があります。 

補助金額 

補助対象経費の２分の１以内の額（補助限度額 20 万円） 

 令和４年４月１日～令和５年３月 15 日までの間に支出したものが対象です。 

 実績報告を受け検査した後、精算払いします。 

 （計算例）経費 40 万円の場合、自己負担額 20 万円、補助額 20 万円（上限額）となります。 

 

業    種 小規模企業者 

（常時使用する従業員の数） 

①製造業、建設業、運輸業 

その他の業種（②～④を除く） 

 

20 人以下 

②卸売業 5 人以下 

③サ－ビス業 5 人以下 

④小売業 5 人以下 

野洲市創業支援補助金（令和４年度）募集案内 



補助事業のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

●野洲市創業支援補助金交付申請書（様式第１号）提出 

【添付書類】 

●事業計画書（様式第２号）及び創業塾内で作成した計画書 

○市町村税納税証明書（滞納がないことを証する書類） 

○事業所の場所が分かる位置図 

○申請日時点で創業している方は、創業の時期を確認できる書類（個人事業

者の場合は、税務署に提出した開業届の写し。法人の場合は、登記事項証明書

の写し） 

○補助対象経費の内容が確認できる見積書、契約書等の書類 

●野洲市創業支援補助金交付申請に係る野洲市商工会の確認書（様式第３号） 

●野洲市創業支援補助金実績報告書（様式第７号） 

【添付書類】 

○補助対象経費の支払を証明する書類（契約書、請求書、領収書等）の写し 

○申請日の翌日から令和５年３月 31 日までに創業する方は、創業の時期を確

認できる書類（個人事業者の場合は、税務署に提出した開業届の写し。法人

の場合は、登記事項証明書の写し。） 

○許認可証の写し（許認可を要する業種を創業した者に限る。） 

○創業の状況が分かる資料（写真、チラシ、ホームページ等） 

○本市の特定創業支援等事業による支援を受け修了したことを証明する資料 

●野洲市創業支援補助金交付請求書（様式第９号） 
 

 
 

 
 

実績報告 

完了検査 

事業実施 

請 求 

交 付 

令和５年 3月 15

日までが対象期間 

３月中 

創業支援補助金交付決定通知書（様式第４号） 

市へ提出 

申請者へ通知 

指定口座に振り込み 

市へ提出 

市へ提出 

申請者へ通知 

 

交付申請 

創業塾 

受講 

商工会で 

事前確認 

 
●創業塾（令和３年度または令和４年 10 月２日～30 日開催予定）を受講し、修了する  

●野洲市商工会で事業計画書及び補助金の申請に係る確認を受ける 

創業塾受講 

交付決定 

10 月の日曜日開催予定（連続講座） 

令和５年 3月 20日までに

実績報告 

 

野洲市創業支援補助金交付額確定通知書（様式第８号） 

令和４年 11 月 1日（火）～ 

令和５年 2月 28 日（火） 

様式第1号 

様式第7号 

様式第9号 

様式第2号 

様式第3号 



補助対象経費 

謝金、旅費、事業費、書類作成費、委託費、店舗等借入費、設備費、広告宣伝費が対象です。 

分類 経費項目 対象経費 対象とならない経費 

謝金 専門家謝金 専門的知識を有する専門家に依

頼し、指導、相談等を受けた場合

に謝礼として支払われる経費 

（実績報告の際に、事業者が発

行する源泉徴収票が必要な場合

がある。） 

 

旅費 専門家旅費 会議の出席又は技術的指導等を

行うための旅費として外部専門

家に支払われる経費。社内規定

額又は実費を対象（宿泊代を含

む。） 

ガソリン代、食費、別事業に関する

もの、観光を含むもの 

事業費 印刷製本費 資料等の印刷費として支払われ

る経費 

 

資料購入費 図書、参考文献、資料等を購入す

るために支払われる経費 

 

通信運搬費 郵便代、郵送費用として外部に

支払われる経費 

 

借損料 事業に必要な機械装置、事務機

器、倉庫、敷地等のレンタル料、

リース料として支払われる経費 

 

通訳・翻訳

料 

展示会等での通訳に支払われる

経費。資料等の翻訳に支払われ

る経費 

 

書類作

成費 

書類作成費 開業又は法人設立に伴い、専門

家に支払う申請書類作成経費 

・登録免許税、定款認証料及び収入

印紙代 

・その他官公署へ提出する各種証

明書類取得費用（住民票記載事項証

明書、印鑑証明等） 

委託費 ネットサー

ビス導入委

託費 

事業の実施のためにホームペー

ジ制作、ソーシャルネットワー

キングサービスの導入を外部専

門家に委託した際に支払われる

経費 

 



店舗等

借入費 

賃借料・共

益費・仲介

手数料 

・市内の店舗、事務所及び駐車場

の賃借料並びに共益費 

・市内の店舗、事務所及び駐車場

の借入に伴う仲介手数料 

・市内の住居兼店舗及び住居兼

事務所については、店舗及び事

務所専有部分に係る賃借料 

・店舗及び事務所の賃貸契約に係

る敷金、礼金、保証金等 

・火災保険料及び地震保険料 

・本人又は三親等以内の親族が所

有する不動産に係る店舗等借入費 

・交付決定日より前に支払った賃

借料 

・第三者に貸すための部屋等の貸

借料 

設備費 工事費 店舗及び事務所の開設に伴う外

装工事及び内装工事経費 

（ただし、住居兼店舗及び住居

兼事務所については、店舗及び

事務所専有部分に係るものに限

る。） 

 

機械装置等

購入費 

事業に必要な機械装置・器具工

具・備品を購入するために支払

われる経費 

 

広告宣

伝費 

広告費 新聞掲載、チラシ折込、ＴＶ、ラ

ジオ、インターネット等を使っ

て宣伝する際に支払われる経費 

 

展示会出展

費用 

展示会へ出展するために支払わ

れる出店料、保険料、配送料等の

経費。展示会に出張するために

掛かる旅費 

 

事 業 説 明

会・商談会

開催費用 

販路開拓に係る事業説明会、商

談会の開催に係る経費 

 

※補助対象経費として適切なものかどうかの判断をさせていただきますので、ご相談ください。 

 

お問い合わせ 

〒520-2395 

滋賀県野洲市小篠原 2100 番地 1 

野洲市 環境経済部 商工観光課 

電  話：077-587-6008（直通） 

F A X ：077-587-3835 

E-mail：syoukan＠city.yasu.lg.jp 

〒520-2423 

滋賀県野洲市西河原 2400 番地 

野洲市商工会 

電  話：077-589-4880（直通） 

F A X ：077-589-5380 

E-mail：info@yasu-cci.or.jp 

創業支援補助金の申請先 
創業塾の開催について 

創業支援補助金の申請前の事前確認 


